
管理運営状況の評価結果 

 

 岐阜市柳津地区学習等供用施設（東栄会館）は、指定管理者に選定された団体が施設の管理運

営を行っています。 

 制度導入後の平成２０年度上半期の管理運営について、協定内容の要求水準どおりに実施され

ているかを、事業報告書、実地調査などにより、下記のとおり評価しました。 

 

施 設 名 岐阜市柳津地区学習等供用施設（東栄会館） 

所 在 地 岐阜市柳津町東塚2丁目151番地 

指定管理者 
東栄会館管理運営委員会 

代表者  委員長 佐藤 光市 

評価基準等 

 岐阜市柳津地区学習等供用施設（東栄会館）の評価にあたっては、岐阜市

柳津地域振興事務所が評価し、岐阜市柳津地域振興事務所指定管理者選定委

員会に報告し意見聴取しました。 

 評価方法は、管理運営状況を事業報告書、実地調査、指定管理者による自

己評価、利用者からの意見や指定管理者のヒヤリングにより把握しました。 

 そして、指定管理者の審査・選定に用いた選定基準等に示された具体的な

業務の履行状況や利用者からの要望や苦情の有無などについて、項目ごとに

下記の「評価基準」、別表「評価表」により評価を行った上で総合評価を行い

ました。 

 

■評価基準 

 Ｓ：「協定内容あるいは要求水準等」に対して優れている 

   ※協定内容どおり業務を履行し、利用者満足度が優れている場合など 

 Ａ：「協定内容あるいは要求水準等」に対して良好（100％） 

   ※協定内容どおり業務を履行し、利用者満足度が良好な場合など 

 Ｂ：「協定内容あるいは要求水準等」に対して概ね良好（概ね 90％以上） 

   ※協定内容どおり業務を履行しているが、利用者満足度が概ね良好な場合など 

 Ｃ：「協定内容あるいは要求水準等」に対して下回る（概ね 60％以上） 

   ※協定内容の業務に一部不履行がある場合など 

 Ｄ：「協定内容あるいは要求水準等」に対して顕著に下回る（未着手含む） 

   ※協定内容の業務に相当不履行がある場合など 

 

担当部課 

（問合せ先） 

岐阜市柳津地域振興事務所地域振興総務課 

ＴＥＬ：０５８－３８７－０１１１ 内線２０７ 

Ｅ－mail：yana-so@city.gifu.gifu.jp 

 

 

 



■ 評 価 表 

区 分 評価基準 評 価 項 目 
具体的な業務 

要 求 水 準  
評 価 

平等な利用の確保 
使用申請受付台帳の整理が

されているか。 
A 

公平性 

透明性 

住民の平等利用

が確保されるこ

と 
情報公開、個人情報保護 

情報公開は適切に行われて

いるか。また、個人情報保護

について徹底されているか。 

A 

効果性 

施設の効用（設

置目的）を最大

限発揮するもの 

であること 

施設等の適切な維持管理 

常に施設の清掃、点検を実施

し、利用者に使用しやすい施

設の環境を整えているか。 

A 

指定管理経費の妥当性 
収支計画との妥当性はどう

か。 
A 

効率性 
管理経費の縮減

が図られるもの

であること 
管理経費縮減の具体的方策 

施設の設置目的の範囲内で

経費 の削 減に 努め ている

か。 

Ａ 

安定性

安全性 

管理運営の安全 

管理体制は整っ

ていること 

施設管理を行っていく上での

方針と具体策 

運営組織が確立され、地域に

密着した運営となっている

か。また、緊急時対策は整備

されているか。 

A 

 

■総合評価 

 

管理者は利用者が快適に利用できることを心がけ、施設内外の管理に注意を払い、適時修

繕を行うなど、利用者目線に立った運営に努めており評価できる。 

また施設利用者の安全対策として消防設備の点検を行い、不良な点については修繕予定で

ある。 

運営組織は地域の各種団体代表者により構成されており、利用者が利用しやすい運営方法

の改善や施設の維持管理に努めるなど適正な施設運営が行われていると評価できる。 

■岐阜市柳津地域振興事務所指定管理者選定委員会の意見 

  

消防設備の点検を行い、安全性の維持に努めており評価できる。 

防災訓練を行い、地域の防災意識向上にもつながっており好ましい。 

より多くの人に利用してもらえるよう努力されたい。 

 


